
第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

② 【発行済株式】

(注)提出日現在の発行株式には、平成30年６月１日以降提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数

は含まれておりません。

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 440,000,000

計 440,000,000

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成30年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年６月18日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 135,992,343 135,992,343
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株でありま
す。

計 135,992,343 135,992,343 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 ※ 当事業年度の末日(平成30年３月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年５月

31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １ 新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株

予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の

結果生じる１株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新

設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当

社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとしま

す。

第５回(Ｂ)新株予約権 第６回(Ｂ)新株予約権 第７回(Ｂ)新株予約権

決議年月日 平成20年６月19日 平成22年６月18日 平成23年６月17日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社の取締役及び役付
執行役員 14名

当社の取締役及び役付
執行役員 12名

当社の取締役及び役付
執行役員 10名

新株予約権の数(個) ※
176

(注)１
506

(注)１
981

(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式
(単元株式数100株)

17,600
(注)２

普通株式
(単元株式数100株)

50,600
(注)２

普通株式
(単元株式数100株)

98,100
(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円)
※

100(１株当たり１円) 100(１株当たり１円) 100(１株当たり１円)

新株予約権の行使期間 ※
平成20年６月21日～
平成50年６月20日

平成22年６月22日～
平成52年６月21日

平成23年６月21日～
平成53年６月20日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格 672
資本組入額 336

発行価格 409
資本組入額 205

発行価格 364
資本組入額 182

新株予約権の行使の条件 ※

新株予約権者は、当社の取締役又は取締役を兼務しない役付執行役員を
退任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行
使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限り
ではありません。各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとし
ます。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する
新株予約権割当契約書に定めるところによります。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 新株予約権の譲渡をするには、当社取締役会の承認を要します。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

―
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 ※ 当事業年度の末日(平成30年３月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年５月

31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １ 新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株

予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の

結果生じる１株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新

設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当

社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとしま

す。

第９回(Ａ)新株予約権 第10回(Ａ)新株予約権

決議年月日 平成25年６月13日 平成26年５月19日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社の取締役及び執行役員 14名 当社の取締役及び執行役員 18名

新株予約権の数(個) ※
29

(注)１
385

(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式
(単元株式数100株)

2,900
(注)２

普通株式
(単元株式数100株)

38,500
(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円)
※

100(１株当たり１円) 100(１株当たり１円)

新株予約権の行使期間 ※
平成28年６月29日～
平成31年６月28日

(ただし、退任又は死亡の場合を除く)

平成29年６月20日～
平成32年６月19日

(ただし、退任又は死亡の場合を除く)
新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格 430
資本組入額 215

発行価格 456
資本組入額 228

新株予約権の行使の条件 ※

新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失し
た場合には、退任した日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新
株予約権を行使できるものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場
合はこの限りではありません。各新株予約権１個当たりの一部行使はでき
ないものとします。また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との
間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによります。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 新株予約権の譲渡をするには、当社取締役会の承認を要します。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

―
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 ※ 当事業年度の末日(平成30年３月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年５月

31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １ 新株予約権１個当たりの株式数は、100株であります。

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式を調整します。ただし、この調整は、新株

予約権のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行い、調整の

結果生じる１株未満の端数については、切り捨てるものとします。また、当社が他社と吸収合併もしくは新

設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当

社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的となる株式の数を調整することができるものとしま

す。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

第８回(Ｂ)新株予約権 第９回(Ｂ)新株予約権 第10回(Ｂ)新株予約権

決議年月日 平成24年６月20日 平成25年６月13日 平成26年５月19日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社の取締役及び役付
執行役員 10名

当社の取締役及び執行
役員 14名

当社の取締役及び執行
役員 18名

新株予約権の数(個) ※
172

(注)１
359

(注)１
1,106
(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株) ※

普通株式
(単元株式数100株)

17,200
(注)２

普通株式
(単元株式数100株)

35,900
(注)２

普通株式
(単元株式数100株)

110,600
(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円)
※

100(１株当たり１円) 100円(１株当たり１円) 100(１株当たり１円)

新株予約権の行使期間 ※
平成24年７月６日～
平成54年７月５日

平成25年６月29日～
平成55年６月28日

平成26年６月20日～
平成56年６月19日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円) ※

発行価格 332
資本組入額 166

発行価格 430
資本組入額 215

発行価格 448
資本組入額 224

新株予約権の行使の条件 ※

新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失し
た日の翌日から10日を経過するまでの期間に限り、新株予約権を行使でき
るものとします。ただし、新株予約権者が死亡した場合はこの限りではあ
りません。各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとします。
また、その他の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予
約権割当契約書に定めるところによります。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

―
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

(注)平成29年６月16日開催の第116回定時株主総会決議による資本準備金4,993百万円の取崩しによる減少

(5) 【所有者別状況】

(注) １ 自己株式2,752,644株は、「個人その他」に27,526単元、「単元未満株式の状況」に44株含まれておりま

す。

なお、自己株式2,752,644株は株主名簿上の株式数であり、平成30年３月31日現在の実質的な所有株式数は

2,751,644株であります。

２ 上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が35単元含まれております。

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成29年６月16日 ― 135,992 ― 19,939 △4,993 ―

平成30年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数(人) － 32 50 161 143 12 19,171 19,569 －

所有株式数
(単元)

－ 204,202 40,505 482,240 129,791 246 501,918 1,358,902 102,143

所有株式数
の割合(％)

－ 15.03 2.98 35.49 9.55 0.02 36.93 100.00 －
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(6) 【大株主の状況】

平成30年３月31日現在

(注)上記のほか、当社が実質的に所有している自己株式が2,751千株あります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数の
割合(％)

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１ 15,495 11.62

いすゞ自動車株式会社 東京都品川区南大井６－26－１ 12,111 9.08

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１－８－11 3,815 2.86

アイシン精機株式会社 愛知県刈谷市朝日町２－１ 3,133 2.35

曙ブレーキ誠和魂従業員持株会 東京都中央区日本橋小網町19－５ 2,436 1.82

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 東京都中央区日本橋１－４－１ 2,000 1.50

ＫＹＢ株式会社
東京都港区浜松町２－４－１ 
世界貿易センタービル

2,000 1.50

セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前１－５－１ 2,000 1.50

STATE  STREET  LONDON  CARE  OF 
STATE STREET BANK AND TRUST, 
BOSTON  SSBTC  A/C  UK  LONDON 
BRANCH  CLIENTS- UNITED 
KINGDOM
(常任代理人香港上海銀行東京支
店カストディ業務部) 

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111
(東京都中央区日本橋３－11－１)

1,805 1.35

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口５)

東京都中央区晴海１－８－11 1,774 1.33

計 ― 46,572 34.95
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,500株(議決権35個)含ま

れております。また、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質所有していない株式1,000株(議決権10 

個)は、株式数の欄には含まれておりますが、議決権の数の欄には含まれておりません。

２ 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式44株が含まれております。

② 【自己株式等】

(注)上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質所有していない株式が1,000株(議決権10個)ありま

す。なお、当該株式数は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。

平成30年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － ―

議決権制限株式(自己株式等) － － ―

議決権制限株式(その他) － － ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 － 単元株式数100株

2,751,600

完全議決権株式(その他)
普通株式

1,331,376 同上
133,138,600

単元未満株式
普通株式

－ ―
102,143

発行済株式総数 135,992,343 － ―

総株主の議決権 － 1,331,376 ―

平成30年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
東京都中央区日本橋小網町19－５ 2,751,600 － 2,751,600 2.02

曙ブレーキ工業㈱

計 ― 2,751,600 － 2,751,600 2.02
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２ 【自己株式の取得等の状況】

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式は含まれておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

(注) １ 当事業年度の内訳は、新株予約権の権利行使（株式数34,200株、処分価額の総額22,866,337円）及び単元未

満株式の売渡請求による売渡（株式数25株、処分価額の総額16,714円）であります。

２ 当期間における保有自己株式数には、平成30年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取り、新株予約権の権利行使及び単元未満株式の売渡請求による売渡は含まれておりません。

【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 1,083 362,757

当期間における取得自己株式 56 12,838

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他 (注)１ 34,225 22,883,051 － －

保有自己株式数 (注)２ 2,751,644 － 2,751,700 －
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３ 【配当政策】

当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして位置づけております。業績及び配当性向、持

続的な成長のための投資資金としての内部留保などを総合的に考慮しながら、長期的に安定した配当を維持していく

ことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間

配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

しかしながら、経営環境の激変に先んじるための研究開発への投資と今後の収益構造改革への取り組み、及び配当

のベースとなる単体の財務状況等を検討した結果、誠に遺憾ながら当期の配当につきましては無配とさせて頂きま

す。なお、当期の業績に基づく常務執行役員以上の業績連動報酬は不支給としております。次期の配当につきまして

は、現時点では未定とさせて頂きます。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

(注) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

(注) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

回次 第118期 第119期 第120期 第121期 第122期

決算年月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 平成29年３月 平成30年３月

最高(円) 582 542 440 396 414

最低(円) 385 395 189 178 249

月別 平成29年10月 11月 12月 平成30年１月 ２月 ３月

最高(円) 394 389 345 348 328 302

最低(円) 361 333 304 310 284 249
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５ 【役員の状況】

男性11名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

代表取締役
執行役員

会長兼社長
信 元 久 隆 昭和24年５月９日生

昭和48年４月 株式会社D.B.A(フランス)入社

昭和52年６月 当社入社

昭和58年６月 当社取締役

昭和59年６月 当社常務取締役

昭和60年６月 当社専務取締役

昭和61年６月 当社代表取締役副社長

昭和61年10月 Ambrake Corporation Chairman, 

President

平成２年６月 当社代表取締役社長

平成６年６月 当社代表取締役会長兼社長(現)

平成12年４月 当社執行役員会長兼社長(現)

(注)４ 948

代表取締役

執行役員

副社長 

ＣＦＯ

財務・経理部門

長

ＩＡＭ担当

荻 野 好 正 昭和25年６月３日生

昭和50年４月 伊藤忠商事株式会社入社

平成16年７月 当社入社 顧問

平成16年12月 経理財務部門担当

平成17年４月 当社常務執行役員

平成17年６月 当社取締役、ＣＦＯ

平成18年４月 当社専務執行役員

平成19年２月 当社執行役員副社長(現)

平成20年８月 当社代表取締役(現)

平成21年７月 企画・管理管掌

平成23年４月 社長補佐

平成23年５月 Akebono Brake Corporation 

Chairman

平成24年１月 Akebono Europe S.A.S. Chairman

平成27年４月 Akebono Brake Corporation 

Chairman, President & CEO

平成28年１月 ＣＦＯ(現)

平成30年１月 財務・経理部門長(現)

ＩＡＭ担当(現)

(注)４ 39

代表取締役

執行役員

副社長

ＣＯＯ

北米事業担当

松 本 和 夫 昭和27年９月３日生

昭和52年４月 当社入社

平成19年１月 当社執行役員待遇

平成22年１月 当社常務執行役員待遇

Akebono Brake Corporation 

President & CEO 

平成23年11月 当社常務執行役員

平成25年１月 生産管掌

平成25年６月 当社取締役 

当社専務執行役員

平成26年８月 PT. Akebono Brake Astra 

Indonesia President

平成27年９月 アジア事業担当

平成28年１月 グローバル生産企画部門長

平成28年２月 投資戦略企画室担当

平成28年６月 当社代表取締役(現) 

当社執行役員副社長(現) 

生産全般

平成29年10月 ＣＯＯ(現)

北米事業担当(現)

Akebono Brake Corporation 

Chairman(現)

平成30年１月 Akebono Brake Mexico S.A. de 

C.V. Chairman(現)

(注)４ 54
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

社外取締役 伊 藤 邦 雄 昭和26年12月13日生

昭和55年４月 一橋大学商学部講師

昭和59年４月 同大学助教授

平成４年４月 同大学教授

平成14年８月 同大学大学院商学研究科長・商学

部長

平成16年12月 同大学副学長・理事

平成17年６月 当社社外取締役(現)

平成18年12月 一橋大学大学院商学研究科教授

平成24年６月 住友化学株式会社 社外取締役

(現)

平成25年６月 小林製薬株式会社 社外取締役

(現)

平成26年５月 株式会社セブン＆アイ・ホールデ

ィングス 社外取締役(現)

平成26年６月 東レ株式会社 社外取締役(現)

平成27年４月 同大学大学院商学研究科特任教授

(現)

(注)４ 11

社外取締役 鶴 島 琢 夫 昭和13年２月11日生

昭和36年９月 東京証券取引所入所

平成２年５月 同所常任監事

平成３年５月 同所常務理事

平成６年５月 同所専務理事

平成９年５月 同所副理事長

平成13年11月 株式会社東京証券取引所 顧問

平成14年６月 株式会社日本証券クリアリング機

構 代表取締役社長

平成16年４月 株式会社東京証券取引所 代表取

締役社長

平成19年６月 当社社外取締役(現)

(注)４ 2

社外取締役 岡 崎 健 昭和24年４月29日生

平成４年12月 東京工業大学教授

平成10年４月 同大学工学部機械科学科教授

平成12年４月 同大学大学院理工学研究科教授

平成16年４月 同大学炭素循環エネルギー研究セ

ンター長

平成19年10月 同大学理工学研究科工学系長、工

学部長

平成21年11月 同大学環境エネルギー機構長

平成26年４月 九州大学ＷＰＩ招聘教授(現)

平成26年６月 当社社外取締役(現)

平成27年４月 東京工業大学特命教授(現)

(注)５ ―

常勤監査役 池 上 洋 昭和29年８月18日生

昭和52年４月 当社入社

平成11年２月 戦略企画部門 ICATグループ グ

ループリーダー(部長)

平成18年１月 株式会社曙ブレーキ中央技術研究

所 研究戦略室 室長

平成20年１月 株式会社曙ブレーキ中央技術研究

所 池上研究室 室長

平成21年１月 開発部門 新商品開発部 副部長

平成22年１月 法務・知的財産部 部長

平成26年７月 法務・知的財産部 担当部長

平成28年１月 株式会社曙ブレーキ中央技術研究

所 主幹研究員

平成29年１月 法務・総務グループ 法務・知的

財産部 担当部長

平成29年６月 当社常勤監査役(現)

(注)６ 13
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(注) １ 当社では、経営環境の急激な変化に迅速かつ的確に対応するため執行役員制度を導入しております。

執行役員は下記の通り19名となっております。

２ 取締役伊藤邦雄、鶴島琢夫及び岡崎健は、社外取締役であります。

３ 監査役片山智裕、高橋均及び板垣雄士は、社外監査役であります。

４ 平成29年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５ 平成30年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６ 平成29年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７ 平成30年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８ 平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

常勤監査役 篠 田 達 也 昭和38年８月３日生

昭和61年４月 当社入社

平成18年11月 曙ブレーキ山陽製造株式会社

管理グループ グループリーダー

(部長)

平成23年１月 当社財務経理部門 経理部長

平成25年６月 Akebono Brake Corporation 

Corporate Planning Director

平成27年６月 当社経営企画部 担当部長

平成30年６月 当社常勤監査役(現)

(注)７ 13

社外監査役 片 山 智 裕 昭和48年２月７日生

平成９年４月 東京地方裁判所 判事補任官

平成15年４月 弁護士登録・本間合同法律事務所

入所

平成15年10月 会計士補登録・中央青山監査法人

入所

平成19年５月 公認会計士登録

平成28年６月 当社社外監査役(現)

平成29年３月 片山法律会計事務所 代表(現)

平成29年６月 株式会社アイズファクトリー 社

外監査役(現)

(注)８ ―

社外監査役 高 橋 均 昭和30年９月21日生

昭和55年４月 新日本製鐵株式会社入社

平成21年７月 同社監査役事務局 部長

平成21年10月 社団法人日本監査役協会常務理事

平成22年10月 獨協大学法科大学院教授

平成29年４月 同大学法学部教授(現)

平成30年６月 当社社外監査役(現)

(注)７ ―

社外監査役 板 垣 雄 士 昭和36年１月６日生

昭和59年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所

(現有限責任監査法人トーマツ)入

所

平成27年12月 板垣雄士公認会計士事務所 所長

(現)

平成28年４月 株式会社NHKアイテック 監査役

(現)

平成30年６月 当社社外監査役(現)

(注)７ ―

計 1,084

会長兼社長 信元 久隆 常務執行役員 根岸 利行

副社長 荻野 好正 常務執行役員 Wilm Uhlenbecker

副社長 松本 和夫 常務執行役員 出井 浩

専務執行役員 宮嶋 寛二 執行役員 田中 潔

専務執行役員 斉藤 剛 執行役員 渡邉 高夫

専務執行役員 Jean de Montlaur 執行役員 岡 慶一

専務執行役員 安藤 雄次 執行役員 樫村 剛

専務執行役員 日高 克二 執行役員 尾高 成也

専務執行役員 品川 洋一 執行役員 岡田 拓信

常務執行役員 西村 誠司
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社は、企業理念を、『私達は、「摩擦と振動、その制御と解析」により、ひとつひとつのいのちを守り、育

み、支え続けて行きます。』と定めています。この企業理念の下、経営方針である「お客様第一」、「技術の再

構築」、「グローバルネットワークの確立」に基づき、モノづくりを通じた新たな価値の創出と、企業価値・株

主価値のさらなる向上を目指すと共に、重要保安部品メーカーとして、お客様、株主様、お取引先様、社員、地

域社会を含むすべてのステークホルダーと、健全で良好な関係を維持・促進し、持続可能な成長、発展を遂げて

いくことが重要だと考えております。

当社では、これらのビジョンの実現を目指す上で、コーポレート・ガバナンスの強化を最重要課題の一つと認

識しており、監査役会設置会社がふさわしい形態と判断し、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレ

ート・ガバナンス体制を構築しています。

取締役会は、法令、定款及び「取締役会規則」その他の社内規定に従い、重要事項を決定すると共に、職務執

行を監督しますが、取締役６名のうち３名を様々な経験・スキルを有する社外取締役にすることで経営の監視機

能を強化しております。監査役会は、「監査役会規則」等に則り、取締役の職務執行の適正性を監査しますが、

監査役５名のうち３名を社外監査役にすることで、より独立した立場からの監査体制を確保し、経営に対する監

督機能の強化を図っております。

また、当社では、株主を含む投資家との建設的かつ継続的な対話を通して、その指摘に耳を傾け経営に反映す

ることが重要と考えており、双方向のコミュニケーションを一層推進していく所存です。

イ．会社の機関の基本説明

当社は、会社法の規定する株主総会、取締役会、監査役会に加え、重要な経営課題について十分な事前審議

を経るなど経営の効率化の仕組みを構築するため、経営会議、執行役員会などの重要会議体を設置しておりま

す。また、取締役会の機能を補完し、経営の透明性・健全性の強化のため、任意の機関である役員指名諮問委

員会及び役員報酬諮問委員会を設置しております。

取締役会には代表取締役を含む取締役と監査役の全員が出席し、原則月１回の定例取締役会を開催するほ

か、必要に応じて適宜開催しております。また、上述のとおり、社外の独立した立場からの視点を反映させ

て、コーポレート・ガバナンスの強化と取締役会の機能強化及び活性化を図るため、３名の社外取締役を招聘

しております。
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ロ．会社の機関・内部統制の関係図

ハ．会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

当社は、平成18年５月８日開催の取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針について決

議(最終改定は平成30年５月８日)しており、内部統制は、当社においては、リスク管理、法令等の遵守(コンプ

ライアンス)、業務の効率化、適正な財務報告などの目的を達成するために当社及びグループ企業の役員及び従

業員の行動を方向づけ、推進する仕組みであり、企業経営がリスクを伴うものである以上、経営管理上不可欠

なものと認識しております。

内部統制システムは、企業価値・株主価値の維持・向上と不正の防止を目指すものであり、内部統制システ

ムを構築して、継続的に見直しながらその機能を高めていくことは、当社グループの目標・方針を実現して、

永続的成長を実現するために絶対不可欠なものであり、経営の根幹と考えております。

当社及び当社グループ企業のコンプライアンスの考え方は、当社の理念及び、代表取締役社長からのメッセ

ージ、akebonoグローバル行動規範、akebonoグローバル行動基準などからなる「グローバル・コンプライアン

ス・マニュアル」を基本としております。当社は、コンプライアンス活動を推進していくために、コンプライ

アンス委員会を設置し、コンプライアンス体制を整備しております。コンプライアンスの活動状況について

は、コンプライアンス委員会から適宜、取締役・監査役に報告されます。

ニ．リスク管理体制の整備の状況

リスク管理体制を構築するため、リスク管理の推進組織として、代表取締役社長を委員長に、リスク管理委

員会を設置しております。リスク管理委員会は、企業活動に潜在する様々なリスクに対処するため、定期的に

リスクの洗い出しを行い、重点リスクと対処方針の決定、対処策の指示及び対処策の実施状況とその有効性の

監視を行います。
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② 内部監査及び監査役監査

当社は、経営者の業務執行の適正を確保していくため、監査役・監査役会、会計監査人、監査部の三様監査体

制を整えております。

監査部は８名の専任スタッフによって構成され、グループ企業を含めた各組織の経営目標の効果的な達成に役

立つことを目的として、適法性、合理性、適正な財務報告の信頼性確保の観点から公正かつ独立の立場で、経営

諸活動の遂行状況を検討・評価し、助言や勧告を行っております。

監査役会は、常勤監査役２名、非常勤監査役３名によって構成され、非常勤監査役が社外監査役であります。

また、監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、１名の専任のスタッフを配置しております。

監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために、取締役会などの重要会議に出席する

とともに、取締役との意見交換会を持ち、当社グループの経営や業績に重大な影響を及ぼす事項などを遅滞なく

検討し、迅速な対応に努めております。

監査役及び監査役会は、会計監査人から監査内容について、適宜、説明を受けるとともに、必要に応じて会計

監査人の監査に立ち会うなど連携を行っております。また、監査体制、監査計画、監査実施状況について、会計

監査人と定期的にミーティングを実施しております。

監査役及び監査役会と監査部は、それぞれの監査の実効性を高めるため、相互補完体制として、年度活動方針

の事前調整、月次報告会、相互の業務監査結果の確認及び合同監査などの連携を行っております。また、監査部

と会計監査人は、財務報告に係る内部統制の評価に関する監査計画と結果について、定期的及び必要に応じて随

時ミーティングを実施しております。

常勤監査役２名のうち１名は、財務経理部署での経験も豊富な財務及び会計に関する相当程度の知見を有する

監査役です。非常勤監査役３名のうち２名は、公認会計士です。

③ 社外取締役及び社外監査役

当社における社外取締役は３名であり、社外監査役は３名であります。社外取締役及び社外監査役との間に、

人的関係及びその他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役との資本的関係については「５

役員の状況」に記載しております。社外取締役の岡崎健氏からは当社グループの事業分野に関する専門的な助言

を受けておりますが、その取引金額は、当社の「社外役員の独立性に関する基準」における基準(1,000万円)を下

回っております。その他の社外取締役及び社外監査役との間に、取引関係はありません。

また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であっ

た場合における当該他の会社等との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者、学識者として

の専門的見地を持つ者、及び弁護士、公認会計士など法律や会計に関する専門的知識及び経験を持つ者の中か

ら、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を勘案し、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に

貢献できる方々を招聘しております。なお、当社は、社外取締役の全員及び社外監査役３名のうち２名を東京証

券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております。

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役、社外監査役と

もに１百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当

該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られ

ます。
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④ 役員報酬等

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

(注) １ 上記には、平成29年６月16日開催の第116回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名及び監査役

１名を含んでおります。なお、当事業年度末現在の人数は、取締役６名及び監査役５名であります。

２ 株主総会決議に基づく取締役及び監査役の報酬限度額(年額)

(1) 取締役

固定報酬 300百万円

短期業績連動報酬 120百万円(社外取締役を除く)

中期業績連動報酬 60百万円(社外取締役を除く)

長期業績連動報酬 120百万円(社外取締役を除く)

(2) 監査役

固定報酬 60百万円

ロ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社では役員報酬決定の基本方針を下記のように定めております。

１．優秀人財の確保と啓発

２．企業業績と企業価値の持続的な向上の動機づけ

３．公正かつ合理性の高い水準

取締役の報酬は、客観性かつ公平性の高い報酬制度とするため、役員報酬諮問委員会を設置して、同委員会

での役員報酬に関する基本事項についての審議に基づき、株主総会において承認された総額の範囲内で、各人

への配分を行っております。

社外取締役を除く取締役の報酬体系は、固定報酬と業績連動報酬から構成され、固定報酬は取締役としての

責務に対する基本的な報酬で役位ごとに決定されますが、その総額は株主総会において承認されております。

業績連動報酬は前年度の会社業績及び個人業績に応じて決定いたします。業績連動報酬の最高額は固定報酬

の100％とし、その内訳は短期業績連動報酬を40％(金銭)、中期業績連動報酬を20％(新株予約権)、長期業績連

動報酬を40％(新株予約権)としております。

社外取締役の報酬は、固定報酬のみで構成されております。

監査役の報酬は、株主総会において承認された範囲内で、監査役の協議に基づき各人への配分を決定してお

ります。

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数

(人)固定報酬
(金銭)

業績連動報酬

短期
(金銭)

中期
(新株予約権)

長期
(新株予約権)

取締役
(社外取締役を除く。)

139 139 － － － 4

監査役
(社外監査役を除く。)

36 36 － － － 3

社外役員 42 42 － － － 6
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⑤ 株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

的

前事業年度

特定投資株式

みなし保有株式

(注) みなし保有株式の貸借対照表計上額は、当事業年度末の時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じた金

額を記載しております。

18銘柄 13,721百万円

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

トヨタ自動車㈱ 685,734 4,346 取引関係強化のため

いすゞ自動車㈱ 2,254,096 3,514 取引関係強化のため

スズキ㈱ 451,600 2,116 取引関係強化のため

大塚ホールディングス㈱ 200,000 1,033 取引関係強化のため

ヤマハ発動機㈱ 350,000 938 取引関係強化のため

㈱ＳＵＢＡＲＵ 36,000 155 取引関係強化のため

日野自動車㈱ 100,000 138 取引関係強化のため

本田技研工業㈱ 34,982 122 取引関係強化のため

トピー工業㈱ 34,500 106 取引関係強化のため

東海旅客鉄道㈱ 1,000 18 取引関係強化のため

新日鐵住金㈱ 5,000 13 取引関係強化のため

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

当社が保有する権限の内容

ＫＹＢ㈱ 2,000,000 1,212 議決権行使に関する指図権限

㈱みずほフィナンシャルグ
ループ

1,003,000 211 議決権行使に関する指図権限

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャ
ル・グループ

191,000 142 議決権行使に関する指図権限

㈱三井住友フィナンシャル
グループ

3,000 13 議決権行使に関する指図権限
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当事業年度

特定投資株式

みなし保有株式

(注) みなし保有株式の貸借対照表計上額は、当事業年度末の時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じた金

額を記載しております。

⑥ 会計監査の状況

当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任監査法人トーマツを起用

しております。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数、監査業務に関わる補助

者の構成については下記のとおりであります。なお、当該監査法人又は業務執行社員との間には特別の利害関係

はありません。

・業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員 業務執行社員 國井 泰成(継続監査年数１年)

指定有限責任社員 業務執行社員 大和田 貴之(継続監査年数５年)

・会計監査業務に関わる補助者の構成

公認会計士 ６名

会計士試験合格者等 ２名

その他 ９名

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

トヨタ自動車㈱ 685,734 4,701 取引関係強化のため

いすゞ自動車㈱ 2,257,655 3,662 取引関係強化のため

スズキ㈱ 451,600 2,591 取引関係強化のため

ヤマハ発動機㈱ 350,000 1,120 取引関係強化のため

大塚ホールディングス㈱ 200,000 1,055 取引関係強化のため

本田技研工業㈱ 39,017 142 取引関係強化のため

日野自動車㈱ 100,000 136 取引関係強化のため

㈱ＳＵＢＡＲＵ 36,000 129 取引関係強化のため

トピー工業㈱ 34,500 108 取引関係強化のため

東海旅客鉄道㈱ 1,000 20 取引関係強化のため

新日鐵住金㈱ 5,000 12 取引関係強化のため

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

当社が保有する権限の内容

ＫＹＢ㈱ 200,000 1,031 議決権行使に関する指図権限

㈱みずほフィナンシャルグ
ループ

1,003,000 195 議決権行使に関する指図権限

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャ
ル・グループ

191,000 137 議決権行使に関する指図権限

㈱三井住友フィナンシャル
グループ

3,000 14 議決権行使に関する指図権限
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⑦ その他

(取締役の定数)

当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。

(取締役の選任及び解任の決議要件)

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その

議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

(株主総会の特別決議要件)

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目

的とするものであります。

(自己株式の取得)

当社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式の取得をす

ることができる旨定款に定めております。これは機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。

(中間配当)

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって

毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

② 【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

当社の重要な海外子会社８社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト・ト

ウシュ・トーマツグループに対して、監査又はレビュー業務に基づく報酬等として194百万円を支払っておりま

す。

(当連結会計年度)

当社の重要な海外子会社７社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト・ト

ウシュ・トーマツグループに対して、監査又はレビュー業務に基づく報酬等として159百万円を支払っておりま

す。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務調査等に係る業務でありま

す。

(当連結会計年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務調査等に係る業務でありま

す。

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 71 4 71 1

連結子会社 － － － －

合計 71 4 71 1
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